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■要 旨■－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 都市農業振興基本法に基づき、平成 28 年に閣議決定された都市農業振興基本計画は、「宅地

化すべきもの」であった都市農地の位置付けを、都市に「あるべきもの」へと大きく転換した

が、特に相続を契機とした農地の減少など都市農業の課題は現在も深刻なものとして継続して

いる。市街化区域以外の地域に目を向けると、地域農業の将来設計図として策定された「地域

計画」を核とした施策・取組が進められている。このような状況を踏まえ、都市農業の基盤と

なる都市農地を保全するとともに当該農地を担う都市農業者を確保するためには、策定から 10

年が経過する都市農業振興基本計画の見直しや、都市型の地域計画の検討などが必要と考える。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
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おわりに 

 

はじめに 

 都市農業とは、「市街地及びその周辺の地域

において行われる農業」とされ1、消費地に近

いという利点を生かした新鮮な農産物の供給

のほか、身近な農業体験・交流活動の場の提

供、災害時の防災空間の確保、やすらぎや潤

いといった緑地空間の提供など多様な役割を

果たしている2。農林水産省が都市住民を対象

 
1 「都市農業振興基本法」（平成27年法律第 14号）第２条 

2 農林水産省「都市農業の振興・市民農園について」<https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/tosi_nougyo/index.html>

（2025.10.10 閲覧） 

3 農林水産省「都市農業をめぐる情勢について」（令和７年10月）２頁 
4 同上 １頁 
5 北沢俊春「都市農地の流動化をどう進めるか――都市農地貸借円滑化法の運用実態を踏まえて」『農業と経済（第 86 巻・

第９号）』昭和堂（2020.10）33頁 

に、令和６（2024）年に行ったアンケート調

査では、64.9％が都市農業・都市農地を保全

すべきと回答している3。 

 また、市街化区域内の農地は全農地の

1.3％程度であり、まとまった農地が少なく、

個々の経営面積は一般的に小さいが、農業産

出額は全国平均より高い地域があり、農産物

の年間販売金額が 500 万円以上の農業経営体

も約 15％存在する4。 

 しかし、一般に都市部は地価や物価等が高

く、都市農業者が農業収入だけで生活費・教

育費や固定資産税・相続税を賄うことは困難

なため、アパートや駐車場、貸店舗など都市

的土地利用による収入を得て、在宅兼業をし

ているのが実態と言われている5。特に、都市

農業者が相続時に、農地以外も含めた相続財
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産に係る高額な相続税を納付するため、部分

的に農地の売却等を行い、結果として農地転

用され、農地が減少し続けている状況は深刻

であり、都市農業における大きな課題である

と考える。 

 都市農業の歴史的な経緯としては、高度経

済成長期の昭和 43（1968）年に「都市計画法」

（昭和 43 年法律第 100 号）が制定されて以

降、都市農地6は基本的に「宅地化すべきもの」

と位置付けられてきた。 

 しかし、バブル経済の崩壊、我が国が人口

減少局面に転じたこと等を受けて、都市農業

の持つ多様な機能が見直され、平成 27（2015）

年の都市農業振興基本法、翌年の都市農業振

興基本計画により、都市農地の位置付けは、

都市に「あるべきもの」へと大きく転換した。 

 都市農業振興基本法制定からすでに 10 年

が経過し、令和８（2026）年には同基本計画

から 10 年が経過しようとしている現時点に

おいて、都市農業の「振興」は実現できてい

るのだろうか。また、現在の都市農業の課題

は何か。さらに、課題解決のためにどのよう

な制度や施策が求められているのか。 

 本稿では、このような問題意識の下、Ⅰ・

Ⅱにおいて、都市計画法制定以降の制度の変

遷を改めて振り返りつつ、現状と課題を確認

する。Ⅲにおいては、市街化区域以外の地域

で進められている地域計画等の取組を確認す

る。これらを踏まえて、Ⅳにおいては、課題

解決に向け、制度等の見直しの提言を含めた

考察を行う。 

 なお、本稿は、主に農業政策の観点から論

ずるものである。 

 

 
6 本稿においては、法律上の用語として用いる場合を除き、市街化区域内の農地のことを「都市農地」という。 
7 主に前掲注３・「都市農業振興基本計画」（平成28年５月閣議決定）を参考に記述した。 
8 農地法の原則では、農地を転用する場合は、都道府県知事等の許可を受けなければならないとされている（第４条）。 
9 農用地区域内農地と市街化区域内農地との関係等については、前掲注３・３頁参照。 
10 第58回国会参議院建設、農林水産委員会連合審査会会議録第１号４頁（昭43.5.10）保利建設大臣答弁 

Ⅰ 都市農地政策の経緯7等 

１ 都市計画法の制定等 

 都市農地に関連する制度は、高度経済成長

に伴い都市への急激な人口流入と産業集中が

進み、宅地等の需要が高まる情勢下で整備さ

れた。都市政策においては、昭和 43（1968）

年、無秩序で散発的な市街地の拡大、いわゆ

るスプロール現象を防止しつつ宅地開発等の

需要に対応していくため、都市計画法が制定

され、都市計画区域を設けてそれを市街化区

域と市街化調整区域に区分する区域区分制度

（いわゆる「線引き制度」）が導入された。市

街化区域は「市街地及びおおむね 10年以内に

優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」

とされ、同区域内の農地については、「農地法」

（昭和 27 年法律第 229 号）において事前に

届出を行うことで転用が可能とされた8。つま

り、都市農地所有者の意向次第で、基本的に

自由に農地の転用ができることとされた。 

 農業政策では、昭和 44（1969）年、「農業振

興地域の整備に関する法律」（昭和 44年法律

第 58号）が制定され、農業振興地域の農用地

区域は、農地転用規制の下、農業振興施策を

計画的・集中的に実施していくこととされた。

他方、市街化区域は農業振興地域に含めない

こととされ、本格的な農業振興施策の対象外

とされた9。 

 

２ 生産緑地法の制定等 

 市街化区域内の農地の固定資産税について

は、都市計画法案の国会審議の際、建設大臣

が「いままでの農地が固定資産税がうんと何

倍にも上がるというようなことは断じてござ

いません」と述べていた10にもかかわらず、昭
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和 46（1971）年度の税制改正により、逐次宅

地並みに改めることとされた。 

 昭和 49（1974）年には「生産緑地法」（昭和

49 年法律第 68 号）が制定され、市街化区域

内の農地のうち、良好な生活環境の確保に相

当の効用を持ち、かつ、公共施設等の予定地

として適しているものを計画的に保全するた

めの仕組みが整備された。ただし、市街化区

域内の農地に対し地方公共団体独自の固定資

産税の減額措置が講じられたことや、昭和 57

（1982）年には長期営農継続農地制度11が創

設されたことなどから、生産緑地地区の指定

は進まなかった12。 

 なお、市街化区域内農地を含む農地の相続

税については、地価の上昇に伴い、相続税の

納付のために農地を売却せざるを得ないとい

う事例が増加したことから、昭和 50（1975）

年、相続人が自ら相続した農地で引き続き営

農する場合の特別の措置として、相続税納税

猶予制度13が創設された。 

 

３ 生産緑地法の平成３年改正等 

 昭和 60年代に入り、いわゆるバブル経済期

において、三大都市圏14を中心に地価が高騰

する中、市街化区域内の農地に対しては、宅

地化の促進と税負担の公平の確保が強く求め

られた。これに対応するため、平成３（1991）

年に生産緑地法が改正され、三大都市圏の特

定市15（以下、単に「特定市」という。また、

 
11 10 年以上営農を継続することが適当であるものとして、市町村長の認定を受けた農地（長期営農継続農地）については、

宅地並み課税と農地課税の差が猶予され、５年間営農で免除された。 
12 制度創設後数年間で600ha 程度まで指定が進んだが、昭和50年代半ば以降指定が進まなくなり、後述する平成３（1991）

年の生産緑地法改正時でも約700ha の実績であった。また、生産緑地地区の指定が進まなかった大きな理由としては、長期

営農継続農地制度の面積要件に対し、当時の生産緑地の面積要件が相対的に厳しいこととの認識が示されている（第120回

国会衆議院建設委員会議録第７号３頁（平3.4.9）建設省都市局長答弁）。 
13 相続等により農地等を取得し、相続人自ら農業経営を行う場合、本来の相続税額のうち農業投資価格を超える部分に対応

する相続税が一定の要件の下で納税が猶予される制度。制度創設時は、相続人が死亡又は 20 年間営農を継続したときに相

続税を免除することとされた。一方、免除となる前に譲渡、貸付け、転用等を行った場合、納税猶予は打ち切りとなり、そ

の部分に対応する猶予税額に利子税を加えて納税しなければならない。 
14 「首都圏整備法」（昭和31年法律第 83号）、「近畿圏整備法」（昭和38年法律第 129号）及び「中部圏開発整備法」（昭和

41年法律第 102号）で定められる区域等を一体とした広域。 
15 三大都市圏の既成市街地、近郊整備地帯などに所在する市及び東京都特別区。国土交通省「特定市街化区域内農地対象市

一覧」参照<https://www.mlit.go.jp/toshi/park/content/001410380.pdf>（2025.10.10 閲覧）。 

特定市以外の市町村を「地方都市」という。）

においては、市街化区域内の農地について、

農業者の意向を踏まえ、「宅地化する農地」と

「保全する農地」を法制上明確に区分するこ

ととされた。「保全する農地」は生産緑地地区

に指定され、長期間農地としての管理が求め

られるとともに、効用が短期なものに限定せ

ず農業施策を実施できることとされた。 

 また、固定資産税は農地評価・農地課税と

され、相続税納税猶予措置が講じられた。こ

の際、相続税納税猶予制度の 20年営農継続に

よる免除は廃止され、終身営農という厳しい

要件に見直された。一方、「宅地化する農地」

は、固定資産税の宅地並み課税、相続税の納

税猶予制度の不適用といった措置が講じられ、

宅地化の促進が図られた。これらに併せて、

長期営農継続農地制度は廃止された。 

 このような政策について、後年、農林水産

省に設置された「都市農業の振興に関する検

討会」の「中間取りまとめ」（平成 24年８月）

【平成３年改正後の生産緑地制度の概要】 

・指定要件は 500 ㎡以上の規模の区域等 

・使用収益権者に農地としての管理を義務付け 

・農林漁業を営むために必要となる施設の設置等

に限り建築等が許可 

・主たる従事者が死亡等の理由により従事するこ

とができなくなった場合、又は告示日から 30 年

経過後、市町村に買取り申出可能 

・買取り申出の日から３か月以内に所有権の移転

が行われなかった場合、行為制限が解除 
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では、「特定市における都市農業者に対して、

短期間のうちに重大な選択を迫るもの」であ

り、特に税制による措置は「農業者の土地利

用の自由度を制約し、農業経営を巡る環境や

後継者確保の見込みが不確実な中で、農業者

が農地保全を選択することを躊躇させるもの

であった」と指摘している16。 

 

４ 食料・農業・農村基本法の制定 

 バブル経済が崩壊し、我が国の社会・経済

は、人口の減少、高齢化の進行等大きな変化

を迎えた。社会の成熟化が進み、国民の意識

も多様化する中で、都市の中で食料生産を継

続し、農地を保全することを望む声にもつな

がっていった。 

 平成 11（1999）年には、農政の憲法とも言

われる「食料・農業・農村基本法」（平成 11年

法律第 106 号）が制定され、食料・農業・農

村政策の基本理念や、その下での基本的な施

策の方向性が示された。同法においては、都

市農業自体が持つ多様な機能の評価や、都市

農業に一定の位置付けを与えるべきとの意見

の高まりから、初めて都市農業の振興が法的

に位置付けられた17。 

 

５ 都市農業振興基本法の制定 

 人口減少や高齢化が更に進む中で、宅地需

要は沈静化し、都市農地に対する開発圧力も

低下しつつあった。食の安全への意識の高ま

り、ゆとりや潤いを求めるライフスタイルや

価値観の広がり、平成 23（2011）年の東日本

大震災を契機とした防災意識の向上等により

都市農業が担う多様な機能への評価が見直さ

れるなど、都市農業を取り巻く状況にも変化

が見られた。農林水産省が都市住民を対象に、

 
16 農林水産省都市農業の振興に関する検討会「中間取りまとめ」（平成24年８月）４頁 
17 同法では、「国は、都市及びその周辺における農業について、消費地に近い特性を生かし、都市住民の需要に即した農業

生産の振興を図るために必要な施策を講ずるものとする。」と規定された（制定時の第36条第２項）。 
18 農林水産省・国土交通省「都市農業振興基本法のあらまし」（平成27年７月）２頁 

平成 24（2012）年に行った調査では、79％が

都市農業・都市農地を保全すべきと回答して

おり18、数値上の単純な比較では、冒頭に述べ

た令和６（2024）年の調査よりも高かった。 

 また、都市農業においても農業従事者の高

齢化や後継者不足は深刻化しつつあり、都市

農業が持続的に営まれるための抜本的な対策

が求められていた。 

 こうした状況を背景に、平成 27（2015）年、

都市農業振興基本法が議員立法により制定さ

れた。同法では、都市農業の振興は、都市農

業の多様な機能が将来にわたって適切かつ十

分に発揮されるとともに、都市農地の有効な

活用及び適正な保全が図られるよう、積極的

に行われるべきこと等が基本理念に掲げられ

た（第３条）。また、政府は、必要な法制上、

財政上、税制上、金融上の措置その他の措置

を講じなければならない（第８条）とともに、

総合的・計画的に施策の推進を図るため、都

市農業振興基本計画を定めなければならない

とされた（第９条）。 

 

６ 都市農業振興基本計画の閣議決定 

 この間、都市政策上は、従前の人口増加に

伴う都市の拡大を前提として都市的土地利用

の需要に応える方向性から、人口減少や財政

制約に対応し、都市の利便性や活力を低下さ

せることのないよう、コンパクトシティを目

指す方向性へと舵が切られていた。これまで

宅地や公共施設の予定地等としてみなされて

きた都市農地の位置付けを大きく転換し、環

境共生型の都市を形成する上で、農地を重要

な役割を果たすものとして捉えることが必要

とされた。 

 平成 28（2016）年には、都市農業振興基本
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法に基づき、都市農業振興基本計画が閣議決

定された。同基本計画では、都市農地の位置

付けを、「宅地化すべきもの」から都市に「あ

るべきもの」へと大きく転換し、計画的に農

地保全を進める方向性が明確に示された。 

 また、同基本計画で示された都市農業の課

題として、都市部においても農業従事者の高

齢化や担い手不足等が一層深刻となる中で、

「相続等を契機とした農地の売却、転用が更

に進むおそれがある」とされた。また、「開発

圧力による農地転用の需要は低下するものの、

農業以外による安定的な収入の下で継続され

てきた都市農業の経営基盤が不安定化するこ

とが見込まれる」とされた。 

 

７ 生産緑地法等の平成 29年改正等 

 一方、特定市では開発圧力が引き続き大き

い地域もある中で、2022 年には、面積ベース

で約８割の生産緑地地区が指定後 30 年を経

過し、市町村に対する買取りの申出が可能と

なる状況にあった。その結果として、多くの

都市農地が住宅化され、市場に放出されるこ

とで、土地取引等への様々な影響が懸念され

る、いわゆる「2022 年問題19」への対応も課

題となっていた。 

 このような状況の中、平成 29（2017）年、

「都市緑地法等の一部を改正する法律」（平成

29年法律第 26号）20が成立し、①生産緑地地

区の面積要件の緩和、②建築規制の緩和によ

り直売所・農家レストラン等の設置を可能、

 
19 買取りの申出のあった生産緑地を市町村が買い取ることは、市町村の厳しい財政事情等に鑑みれば困難であり、実際に買

い取られるケースは稀であった。制度上、市町村が買い取らない場合、農林漁業希望者へのあっせんをすることとされてお

り、そのあっせんが不調の場合は行為制限が解除される。すでに空き家、空き地の増加が社会問題化している中で、2022 年

に行為制限が解除された農地が大量に転用・宅地化され、一気に市場に放出されることで更に問題を悪化させることが懸念

された。また、地価の暴落をおそれて、土地の売り急ぎ、住宅の買い控えなど、土地住宅市場に大きな影響を与えることが

懸念された。このような懸念等が、生産緑地のいわゆる「2022 年問題」と言われた。 
20 本文①から⑤に係る改正について、①から③は生産緑地法の改正、④は都市計画法及び「建築基準法」（昭和25年法律

第 201号）の改正、⑤は「都市緑地法」（昭和48年法律第 72号）の改正によるもの。 
21 特定市においては、当該農地は相続税納税猶予の対象外となり、猶予税額に利子税を加えて納税しなければならず、また、

固定資産税も宅地並み課税となる。 
22 国土交通省「生産緑地地区の面積要件の引下げに係る条例制定状況」

<https://www.mlit.go.jp/toshi/park/content/001733135.pdf>（2025.10.10 閲覧） 

③特定生産緑地制度の創設、④田園住居地域

の創設、⑤緑地政策上の緑地の定義に農地を

明示等の措置が講じられた。以下、①、③、

④について詳しく見ていく。 

 

(1) 生産緑地地区の面積要件の緩和 

 都市計画における生産緑地地区の規模要件

は一団で 500 ㎡以上とされていたため、要件

を満たさない小規模な農地は、農地所有者に

営農の意思があっても保全対象とならなかっ

た。また、生産緑地地区の一部が解除され、

残された面積が規模要件を下回った場合、生

産緑地地区全体が解除される21、いわゆる道

連れ解除も課題とされていた。 

 これらに対し、生産緑地地区の面積要件を

条例で 300 ㎡（政令で規定）まで引き下げる

ことが可能とされた。併せて、一団性要件の

運用緩和により、隣接する複数の農地（個々

の農地はそれぞれ 100 ㎡以上）等を一団の農

地等とみなすことが可能とされた。 

 令和６（2024）年 12月末時点で、生産緑地

保有都市 238 都市のうち、６割に当たる 145

都市で条例が制定されている22。特に生産緑

地保有都市数の多い東京都、神奈川県、大阪

府では、９割以上の都市で制定されている。 

 

(2) 特定生産緑地制度の創設 

 2022 年問題等に対応するため、都市計画決

定後 30 年経過による生産緑地の買取り申出

について、申出可能時期を 10年先送りする特
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定生産緑地制度23が創設された。 

 2022 年問題の焦点であった平成４（1992）

年に指定された生産緑地については、面積ベ

ースで全体の89.3％（9,273haのうち8,282ha）

が特定生産緑地に指定され24、懸念されたよ

うな深刻な事態は回避されたと考えられる。 

 しかしながら、それでも１割強に当たる約

1,000ha は特定生産緑地に指定されなかった

こと、また、平成４（1992）年指定よりは小

さな面積規模だが、平成５（1993）年指定の

生産緑地で特定生産緑地に指定された割合は

82.6％（161haのうち133ha）25、平成６（1994）

年指定では 73.5％（102ha のうち 75ha）26と、

指定割合が減少していることなどから、今後

の動向には留意する必要があると考える。 

 

(3) 田園住居地域の創設 

 それまでの都市計画制度においては、住居

専用地域に農業用施設等は原則として建てら

れないなどの課題があった。 

 このような状況に対し、都市計画の用途地

域の類型として新たに「田園住居地域」を創

設し、農地と調和した低層住宅に係る良好な

住居環境の保護を目的として建築規制・農地

の開発規制を図ることとされた。 

 令和元（2019）年８月時点で、特定市の１

 
23 生産緑地の所有者等の意向を基に、市町村は当該生産緑地を特定生産緑地として指定できる。指定された場合、買取り申

出ができる時期は生産緑地地区指定の 30 年経過後から 10 年延期され、10 年経過後は、改めて所有者等の同意を得て繰り

返し10年の延長ができる。なお、税制特例措置も継続される。 
24 国土交通省「都市の緑化」（令和７年３月更新）63頁 
25 同上 65頁 
26 国土交通省「平成６年決定生産緑地の特定生産緑地指定状況（R6.12 月末時点）」

<https://www.mlit.go.jp/toshi/park/content/001881001.pdf>（2025.10.10 閲覧） 
27 総務省「令和２年度地方税制改正（税負担軽減措置等）要望事項」

<https://www.soumu.go.jp/main_content/000641929.pdf>（2025.10.10 閲覧） 
28 国土交通省「令和６年都市計画現況調査」No.2(1)(ﾊ) 
29 神奈川県川崎市「田園住居地域制度に関するアンケート調査結果の概要について」

<https://www.city.kawasaki.jp/500/cmsfiles/contents/0000120/120199/01.ankekekkagaiyou.pdf>（2025.10.10 閲覧） 
30 東京都東久留米市が令和４（2022）年に市内の農地所有者を対象に行ったアンケート調査でも類似の結果となっている。

さらに、同市では令和５（2023）年に、上記アンケートで「指定してほしい」又は「どちらともいえない」と回答した農地

所有者に限定して改めてアンケート調査 を実施したところ、47.4％（９件）が「指定してほしくない」と回答している（東

京都東久留米市「『田園住居地域』の指定に関する検討結果について」<https://www.city.higashikurume.lg.jp/shisei

/sesaku/toshi/1020527.html>（2025.10.10 閲覧））。 

割程度が田園住居地域の検討を行い、地方都

市でも具体的な検討が進められているとされ

ていたが27、令和６（2024）年３月末時点で田

園住居地域の指定を行った地方公共団体は、

地方都市の北海道本別町１件（33ha）にとど

まっている28。 

 田園住居地域の指定に関連して、神奈川県

川崎市が令和２（2020）年に市内の生産緑地

所有者を対象に行ったアンケート調査の結果

の概要29によると、田園住居地域の指定に対

する意向について、「指定してほしい」との回

答が 11.9％（38件）に対して、「指定してほ

しくない」が 48.4％（155 件）であった。田

園住居地域のデメリット（複数回答）につい

て、「開発が制限されることで、農地の売買が

し難くなる」と「用途地域が変更されない限

り農地への開発制限がかかり続ける」の回答

がいずれも 60％を超えていた。また、指定し

てほしくない理由について、「農地が売却でき

なくなることやそれによって相続税の支払い

が困難になるという意見が多くあり、相続時

など、個々の所有者の意思で変更することの

できない農地の開発規制が生じることに、不

安や反発を感じる声が多くみられた」等とま

とめられている30。 

 このアンケート結果に関連して、「川崎市に
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限らず、農地の開発規制を所有者が受け入れ

ることは難しいと予測され、今後、田園住居

地域の指定が円滑に進むかどうかは不透明で

ある」との指摘がある31。 

 

８ 都市農地貸借法の制定 

 都市農業においても少子・高齢化の進行等

から後継者不足が深刻化する中、都市農業の

安定的な継続という観点から、農地の貸借を

通じ担い手を確保することが求められていた。

しかし、農地法に基づく農地の貸借は、基本

的に法定更新等32の規定が適用され、借り手

の農業経営の安定継続が図られる仕組みであ

り、相続の際に農地の売却等を検討せざるを

得ない都市農地所有者が貸し手としてなかな

か賃貸に踏み切れないという点が懸念されて

いた。市民農園33については、企業・ＮＰＯ等

は、地方公共団体等を介在させないと事業展

開できないことが課題とされていた。また、

市街化区域内農地に係る相続税納税猶予制度

は、農地の貸借を行うと納税猶予が打ち切ら

れる仕組みとなっていた。 

 このような状況を受けて、平成 30（2018）

年、「都市農地の貸借の円滑化に関する法律」

（平成 30年法律第 68号）（以下「都市農地貸

借法」という。）が制定され、長期に保全され

ることが担保されている生産緑地を対象に、

以下の措置等が講じられた。 

① 農地所有者以外の者が自ら耕作を行うた

めの貸借について、市町村に認定された場

 
31 佐藤忠恭『ローカル・フードシステムと都市農地保全―庭先直売、移動販売、産消提携の立地と生産緑地』春風社（2023）

65頁 
32 農地法では、農地等の賃貸借の期間満了前に当事者が相手方に更新しない旨の通知（通知には都道府県知事の許可が必要）

をしないときは、従前と同一条件でさらに賃貸借をしたものとみなされ（第17条）、賃貸借契約の解除・解約等をする場合

には、原則として都道府県知事の許可を受ける必要がある（第18条）。 
33 平成元（1989）年、「特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律」（平成元年法律第 58 号）が制定され、地方

公共団体・農協が市民農園を開設し、都市住民に区画分けされた小面積の農地を短期間貸し付ける仕組みが設けられた。平

成17（2005）年の改正により、企業・ＮＰＯ等による市民農園の開設も可能となったが、企業・ＮＰＯ等は、農地所有者か

ら直接農地を借りることはできず、地方公共団体又は農地中間管理機構を介在する仕組みとされた。 
34 前掲注３ 11-13 頁 
35 農林水産省「都市農地の貸借の円滑化に関する法律Ｑ＆Ａ」（令和５年６月）8-9頁 
36 佐藤忠恭「新制度下における神奈川県の都市農地と残された課題」『農村と都市をむすぶ No.843』（2022.3）33頁 

合、農地法の法定更新の適用除外 

② 企業・ＮＰＯ等が、農地所有者から直接

農地を借りて市民農園を開設できる仕組み

の新設 

 あわせて、平成 30（2018）年度税制改正に

より、都市農地貸借法に基づく貸借等を行っ

た場合も相続税納税猶予制度の対象とされた。 

 都市農地貸借法の制定以降の実績（図表１

参照）を見ると、貸借件数、面積ともに年々

増加しており、令和５（2023）年度末におい

ては計 725 件、116.8ha の都市農地が貸借さ

れている。内訳としては、自ら耕作する場合

の貸借の方がより活用されている。 

 なお、特定市以外で都市農地貸借法に基づ

く農地の貸借を行っているのは和歌山市の１

件のみであり34、実態として、地方都市ではほ

とんど活用されていない。 

 また、都市農地貸借法による貸借は増えて

いるが、生産緑地全体（令和６年で約 1.1 万

ha）から見れば低水準にある。これに関連し

て、一般的に、賃貸借の場合、農地法の制約

により、契約期間中に農地所有者に相続があ

っても賃貸借の解除等をすることは困難であ

る一方、無償での貸借（使用貸借）の場合、

農地法の制約はなく、相続に伴い使用貸借を

終了し、生産緑地の返還を受けることができ

る35。このため、「相続の際に限られた期間で

財産を処分し、相続税を支払う必要がある相

続人にとって、賃貸借はリスクとなる」との

指摘がある36。一方、使用貸借は、借り手の農
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業経営が貸し手の相続によって急に打ち切ら

れるリスクがある。 

 これらの具体的な影響は定かではないが、

実態として、令和６（2024）年３月末時点で

都市農地貸借法を活用し、借りた農地で自ら

耕作を行っている 604 件のうち、約 76％に当

たる 460 件が使用貸借となっている37。 

 東京都は、都内において同法を活用してい

る農地貸借のうち約 84％が使用貸借という

状況38に対し、安定的な農業経営を確立する

ためには、長期間の貸借を行い、土づくりや

設備投資を行うことが重要であるとして、10

年以上の賃貸借をした貸主に奨励金を交付す

る「農地長期貸借促進奨励事業39」を実施して

いる。 

 このように、地価の高い都市農地の貸借で

使用貸借が多いという状況については、「相続

時の解約、転用を想定したものが含まれてい

ることを示唆」しており、「このことは、生産

緑地の貸借促進が、都市農地保全の方策とし

て期待される一方で、相続時に所有者側の意

思で転用されてしまうという、より根本的な

問題に対しては限界があることを意味してい

る」との指摘がある40。 

 

（図表１）都市農地貸借法による貸借実績の推移 

 
（出所）農林水産省「都市農地貸借法に基づく事業計画の認定等の状況」（各年度）を基に作成 

 

９ 食料・農業・農村基本法の改正 

 食料・農業・農村基本法の制定から四半世

紀が経過する中、我が国の食料・農業・農村

は、制定時には想定していなかった、又は想

定を超えた情勢の変化や課題に直面している

として、令和６（2024）年６月、食料・農業・

農村基本法が改正された。この改正では、基

本理念を見直し、「食料安全保障の確保」等を

 
37 農林水産省に聴き取り。 
38 東京都農業会議「生産緑地の貸借の相談窓口を開いています」<https://www.tokaigi.com/pages/131/>（2025.10.10 閲覧） 
39 生産緑地の賃貸借に対し1,000㎡当たり 120万円等が交付される仕組み。 
40 佐藤・前掲注31 
41 前掲注17参照。現行法の第49条第２項。 

掲げるとともに、関連する基本的施策等が定

められた。 

 都市農業については、制定当初から関連す

る規定41が設けられていたが、上記の改正で

は規定の見直しは行われなかった。改正案に

係る国会審議においては、農林水産大臣は、

都市農業の機能については都市農業振興基本

法において明記されていることから、食料・
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農業・農村基本法で重複して規定することは

考えていない旨述べている42。 

 

10 食料・農業・農村基本計画の閣議決定 

 令和７（2025）年４月には、改正食料・農

業・農村基本法に基づき、食料・農業・農村

基本計画が閣議決定された43。 

 都市農業については、都市農地貸借法の制

定以降、「貸借は増加しているものの、生産緑

地面積の１％程度と低水準」であること、「農

地の出し手と受け手のマッチング体制が整備

されていないため、都市農地貸借法が活用さ

れていない地域が存在するなど地域間の取組

に格差」があること、「生産緑地以外の農地を

中心に市街化区域内農地の減少が続いている」

ことが課題として示された。 

 また、このため、「貸借実績が低調な地域に

おけるマッチング体制の整備等、農地の出し

手・受け手双方が安心して貸借できる体制整

備」の支援、「生産緑地以外の農地を生産緑地

等に指定する取組とともに、アパートや駐車

場の跡地などの空閑地を活用した都市農地の

創出に向けた取組」の促進、「地方公共団体に

よる都市農業の振興に関する計画の策定」の

推進等の施策の方針が示された。 

 

（図表２）市街化区域内農地面積の推移等 

 
（出所）総務省「固定資産の価格等の概要調書」、国土交通省「都市計画年報、都市計画現況調査」等より作成 

 

Ⅱ 都市農業の現状と課題 

 Ⅰでも触れてきたが、重複を避けつつ、都

市農業の現状と課題について見ていく。 

 

１ 都市農地面積の推移 

 平成３（1991）年以降の市街化区域内農地

面積の推移（図表２参照）を見ると、全体で

は半分以下に減少している一方、「保全する農

 
42 第213回国会衆議院農林水産委員会議録第８号12頁（令 6.4.9）坂本農林水産大臣答弁 
43 この他、都市農業に関しても記述されている近年の国の計画等として、「国土形成計画法」（昭和 25 年法律第 205 号）に

基づく「国土形成計画（全国計画）」（令和５年７月閣議決定）（関連記述は同計画80頁）、「国土利用計画法」（昭和49年法

律第 92号）に基づく「国土利用計画（全国計画）」（令和５年７月閣議決定）（関連記述は同計画10頁）、「土地基本法」（平

成元年法律第84号）に基づく「土地基本方針」（令和６年６月閣議決定）（関連記述は同方針10頁）などがある。 
44 平成６（1994）年の 508.3 万 haから令和５（2023）年の 429.7 万 haに減少している（農林水産省「耕地及び作付面積統

計・累年統計」）。 

地」とされた生産緑地の減少は抑制されてい

るように見える。しかし、生産緑地の平成６

（1994）年から令和５（2023）年の減少率は

▲23.8％であり、同期間の市街化区域以外も

含めた全農地面積の減少率▲15.5％44よりも

大きい。また、都市農業振興基本法が制定さ

れた平成 27（2015）年の前後で比較すると、

平成６（1994）年から平成 26（2014）年まで
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の約 20 年間の生産緑地の減少率は▲11.1％

（▲1,708ha）であり、毎年おおむね▲１％前

後（▲100ha 前後）で推移していた。これに対

し、平成 26（2014）年から令和５（2023）年

の約 10年間は▲14.2％（▲1,944ha）、毎年▲

1.5～▲2.0％（▲200ha 前後）で推移してお

り、都市農業振興基本法が制定されたにもか

かわらず、生産緑地の減少に歯止めはかかっ

ておらず、むしろ加速している。さらに、令

和６（2024）年は、特定生産緑地に指定され

なかった農地の影響と思われるが、前年比▲

5.2％（▲605ha）となっている。 

 このように、生産緑地の減少は深刻であり、

都市農業振興基本計画において都市に「ある

べきもの」とされた農地が計画的に保全され

る状況には至っていない。 

 また、図表１や図表２のように、生産緑地

等について、農林水産省、国土交通省等によ

る個別の調査は行われているが、生産緑地等

の減少要因や営農状況等について、関係省に

よる統一的な調査等は行われていない。生産

緑地等の都市農地の減少を抑え、都市農業の

振興を図るためには、関係省が一体となって

生産緑地等の営農実態や減少要因分析などの

調査を行う必要があると考える。 

 

２ 地方計画の策定状況 

 都市農業振興基本法では、地方公共団体は、

都市農業振興基本計画を基本として、当該地

方公共団体における都市農業の振興に関する

計画（以下「地方計画」という。）を定めるよ

う努めなければならないとされている（第 10

条）。この規定等においては、都道府県と市区

町村の関係等は示されていない。 

 地方計画の策定状況（図表３参照）を見る

と、令和６（2024）年３月末時点で９都府県、

94市区町の計103の地方公共団体において策

定されている。具体的には、地方計画を策定

している９都府県のうち、８都府県は特定市

のある都府県であり、その他の道県で地方計

画を策定しているのは滋賀県のみである。特

定市のある茨城県、三重県及び奈良県は県内

市町村も含めて地方計画を策定しておらず、

静岡県は策定していないが県内の特定市であ

る静岡市及び浜松市は策定している。また、

特定市以外の複数の地方都市においても地方

計画が策定されているが、前述の滋賀県を除

き、当該地方都市のある県では地方計画は策

定されていない。生産緑地地区が指定されて

いるにもかかわらず地方計画が策定されてい

ない地方公共団体も複数ある。 

 このような地方計画の策定状況は、同時点

で市街化区域等の線引きを定めている市町村

が全国で 616 あり45、生産緑地地区を指定し

ている市区町村が 20 都府県内の 237 市区町

村であることと比べても少ない。 

 都市農業の振興に当たっては、より多くの

地方公共団体で地方計画が策定されることが

望ましいが、特に生産緑地地区が指定されて

いる市区町村や、市町村による地方計画が策

定されている県では速やかな地方計画の策定

が求められると考える。また、都道府県と市

区町村の連携も欠かせないことから、都道府

県と市区町村の地方計画の関係46を法規等に

おいて示すことも必要と考える。 

 

 
45 前掲注28 No.1 概要２頁 
46 例えば、「食育基本法」（平成17年法律第 63号）では、都道府県は、国の食育推進基本計画を基本として、都道府県食育

推進計画を作成するよう努めなければならないとされ（第17条第１項）、市町村は、食育推進基本計画（都道府県食育推進

計画が作成されているときは、食育推進基本計画及び都道府県食育推進計画）を基本として、市町村食育推進計画を作成す

るよう努めなければならないとされており（第18条第１項）、都道府県と市町村の計画の関係が法律上示されている。 
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（図表３）地方計画策定等の状況（令和６年３月末時点） 

 都府県 
地方 

計画 

特定

市数 

地方計画策定状況 生産緑地地区 都市農地貸借法 

特定市 地方都市 市区町村数 面積(ha) 認定件数 面積(ha) 

 茨城県 ― 7 市 ―   ― 9 市町  82.4 ―  ― 

 埼玉県 ○ 37 市 12 市  1 町 37 市   1,471.8 19 件 5.0 

 東京都 ○ 
特別区 

26 市 

4 区  

23 市  

― 

2 町 

11 区   

26 市   
2,772.5 

62 件 

284 件 

10.1 

49.4 

特定市 千葉県 ○ 23 市 9 市  ― 22 市   948.0 23 件 5.7 

のある 神奈川県 ○ 19 市 11 市  1 町 19 市   1,167.6 59 件 9.6 

都府県 静岡県 ― 2 市 2 市  ― 2 市   225.8 5 件 0.8 

 愛知県 ○ 33 市 5 市  ― 34 市町  825.8 20 件 3.3 

 三重県 ― 3 市 ―   ― 2 市   137.4 1 件 0.1 

 京都府 ○ 10 市 2 市  ― 11 市町  667.8 36 件 5.2 

 大阪府 ○ 33 市 8 市  ― 35 市町村 1,720.0 143 件 18.3 

 兵庫県 ○ 8 市 4 市  ― 8 市   456.5 71 件 8.2 

 奈良県 ― 12 市 ―   ― 12 市   515.0 1 件 0.2 

 栃木県 ― ― ―   1 市 1 市   1.8   

 長野県 ― ― ―   ― 1 市   3.2   

 岐阜県 ― ― ―   1 町 1 市   3.3   

 滋賀県 ○ ― ―   2 市 ―   ―   

その他 和歌山県 ― ― ―   1 市 1 市   81.7 1 件 0.8 

 広島県 ― ― ―   ― 1 市   10.0   

 高知県 ― ― ―   1 市 1 市   9.4   

 福岡県 ― ― ―   2 市 2 市   3.4   

 熊本県 ― ― ―   1 市 ―   ―   

 長崎県 ― ― ―   1 市 ―   ―   

 宮崎県 ― ― ―   ― 1 町   2.1   

合計  9 
特別区 

213 市 

4 区  

76 市  
14 市町 

11 区   

226 市町村 
11,105.5 725 件 116.8 

（注１）特定市のある都府県は全て記載し、その他の道県については、地方計画が策定されている又は生産緑

地地区が決定されている市町村のある県のみを記載した。 

（注２）四捨五入の都合上、合計欄の数値と内訳の合計が一致しない場合がある。 

（出所）農林水産省「都市農業をめぐる情勢について」（令和７年７月）4･8･12 頁、国土交通省「令和６年都

市計画現況調査」等を基に作成 

 

３ 都市農地貸借のマッチングの取組 

 都市農地貸借のマッチングの取組について、

東京都は、生産緑地の貸借推進のため、区市

ごとの生産緑地バンク創設等の取組47を支援

するとともに、区市の区域を超えた生産緑地

の貸借を推進するため、東京都農業会議に広

域マッチング相談窓口を開設している。 

 Ⅰの 10で述べた食料・農業・農村基本計画

の方針からも、東京都のような取組が他の各

都市でも進められることが望ましいが、都市

農地の貸し手と借り手のマッチングについて

 
47 例えば清瀬市は、市内の生産緑地を貸したい人と借りたい人の情報を繋ぎ、都市農地貸借法に基づく生産緑地の安全な貸

借を促進する制度として「生産緑地バンク制度」を実施している。また、八王子市は、市内の市街化調整区域内の農地と市

街化区域内の生産緑地を対象とした「農地バンク制度」を実施している。 
48 安藤光義「都市農地の行方―2022 年問題を超えて―」『農村と都市をむすぶ No.843』（2022.3）８頁 

は、「市街化区域農地が大半を占めるような都

市部の農政担当部局や農業委員会は農地流動

化を手がける経験はほとんどなかったと考え

られ、そのためのノウハウを蓄積することが

急務」であり、「ＪＡと連携して農地管理や農

作業受託も行う都市型の農地バンクの設立も

必要となるかもしれない」との指摘がある48。

実際に都市農業に取り組む農業者からも、「や

る気のある若者と貸し手をつなぐ、コーディ

ネート役が必要」であり、生産緑地版の農地
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バンクのような制度を求める声がある49。 

 

４ 相続税納税猶予制度 

 農地に関する税制は、生産緑地であるか等

によって課税条件や評価が異なる仕組みとな

っている50。農林水産省の資料等では、「高額

な税負担により農業経営の維持が困難となる

可能性があることに配慮した制度」と説明さ

れているが51、冒頭でも述べたように、特に相

続税に関連する課題は深刻であると考える。

また、相続税納税猶予制度についても、「都市

農地の保全に大きな貢献をしているものの、

その減少の速度を遅くする以上の効果は持ち

得ない」との指摘がある52。 

 農林水産省が都市農業のモデルとなるよう

な取組などをまとめた事例集でも、生産緑地

で直売所や６次産業化に取り組む生産者が感

じている課題として、農地は相続税納税猶予

があるが、「直売所等の宅地部分は支払いがあ

るため、相続のタイミングで農地が減少」す

ることや、規模拡大の思いもあるが、「相続税

の不安や栽培適地が見つからないというジレ

ンマ」を感じていると紹介されている53。 

 東京都は、農業経営上不可欠な集出荷施設、

農機具倉庫、畜舎、直売所等に付属する休憩

所、トイレなどの農業用施設用地、屋敷林等

が相続税納税猶予制度の対象外となっている

ことに対し、農地を確実に次世代へ継承する

ため、一定の土地利用制限をかけた上でこれ

 
49 「農地つなぐ仕組みを」『日本農業新聞』（2022.6.28） 
50 国土交通省「生産緑地制度の概要」７頁<https://www.mlit.go.jp/toshi/park/content/001612019.pdf>（2025.10.10 閲

覧） 
51 前掲注３ 17頁 
52 安藤光義「都市農家の相続税問題と都市農地の行方－一連の制度改正を受けて－」『農村と都市をむすぶ No.821』（2020.4）

43頁 
53 農林水産省「令和５年度 都市農業にトライ！―持続可能な都市農業を目指して―」（令和６年２月）22頁 
54 東京都「東京農業振興プラン」（令和５年３月）53頁 
55 第196回国会衆議院農林水産委員会議録第22号 16頁（平 30.6.19）齋藤農林水産大臣答弁 
56 前掲注53 38 頁 
57 本稿において一般に「公有地化」という場合、現行の生産緑地制度において設けられている、生産緑地所有者からの買取

り申出を受けて市町村が買い取ることを含め、広く国・地方公共団体が農地を取得・所有することをいうこととする。 

らの施設用地等も納税猶予制度の適用範囲に

含めるよう国に要望している54。 

 これに関連して、政府は、このような権利

移動や転用行為に係る厳しい規制が存在しな

い土地についてまで税制上の優遇措置を講ず

ることは、他産業の事業用地との課税の公平

性という大きな問題があり、対応は難しいと

の見解を示している55。 

 一方、令和元（2019）年度税制改正の「個

人版事業承継税制」により、令和 10（2028）

年末までの時限措置として、農林水産事業者

も含む個人事業者向けに、後継者が事業用資

産を先代から承継した際に課される贈与税・

相続税の負担が軽減されている56。制度を活

用するためには、青色申告者であること等の

要件があるが、制度の対象となる場合、農地

等以外の畜舎、ライスセンター等や農業用機

械・車両等に係る相続税額の全額が納税猶予

される。都市農業者等による制度の活用実績

は定かではないが、相続を契機とした農地の

減少等を抑制し得るものではないかと考える。

今後、制度の活用状況等の検証や、制度の拡

充等が行われることを期待したい。 

 

５ 農地の公有地化57 

(1) 生産緑地買取りの実績等 

 都市農業者による相続税納付のための都市

農地の転用・売却を押し止めることが難しい

実情に対し、都市に「農地を確保するには公
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有地化が最終的には不可欠となってくるので

はないか」との指摘がある58。 

 しかし、制度上市町村による買取りの仕組

みがある生産緑地についても、市町村の厳し

い財政事情等から実際に買い取られるケース

は極めて限られており、例年、全国で年間約

1,800 件の買取り申出に対し、市町村が買い

取る旨の通知を出したものは 10～20 件程度

にとどまっている59。生産緑地制度開始から

30 年が経過した令和４（2022）年には、約

5,000 件の買取り申出があったが、市町村の

買い取る旨の通知は 24件であった60。 

 市区町村が行う生産緑地の買取り等を支援

する事例として、東京都は「生産緑地買取・

活用支援事業」を実施している。具体的には、

基金を造成し、区市の生産緑地等の買取りを

支援（補助率３分の２以内）するとともに、

高収益農業を目指す農家の育成や農福連携の

ための農園を区市が開設する際、必要な施設

整備等に対して支援している。 

 また、東京都は、地価が高く財政的な負担

も大きいこと等から、区市が必要に応じて買

取りを行えるよう、買取りに充てる資金等の

財政的な支援を国に要望している61。 

 

(2) 農地の物納の在り方 

 生産緑地等の公有地化の類型として、相続

税に係る農地の物納62が考えられる。 

 東京都は、現行制度では市街化区域内農地

は基本的に物納が認められず、転用して売却

 
58 安藤・前掲注48 ８頁 
59 国土交通省「地方都市における生産緑地制度導入に向けた手引き（令和７年３月版）」６頁 
60 国土交通省に聴き取り。 
61 前掲注54 
62 国税は、金銭で納付することが原則だが、相続税に限っては、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があ

る場合、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として一定の相続財産による納付（物納）ができる（国税

庁「相続税の物納」<https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4214.htm>（2025.10.10 閲覧））。 
63 前掲注54 
64 第192回国会衆議院財務金融委員会議録第７号15頁（平 28.11.2）麻生財務大臣答弁 
65 佐藤・前掲注36 37 頁 
66 前掲注54 73 頁 

されるため農地として保全されない実情を踏

まえて、緑地確保の観点から、「相続税につい

て、物納が可能となるような新たな制度の創

設」を国に要望している63。その際、「農地の

評価額は宅地並みとするとともに、国有化さ

れた土地を自治体に貸与し、市民農園やＮＰ

Ｏ法人等への活用を促す」など都市の緑地を

保全する方策が積極的に講じられることも求

めている。 

 これに関連して、政府は、物納制度の趣旨

を踏まえると、金銭納付ができるにもかかわ

らず物納を積極的に認めるのは不適当ではな

いかとの見解を示している64。 

 なお、農地の物納については、「物納された

農地を換金しない場合、国の税収は減ること

から、自治体や国民から要望の声が高まった

としても、国がこのしくみを受け入れるのは

困難と思われる」との指摘がある65。 

 

(3) 公有地化した農地の活用 

 公有地化した農地の活用事例として、都市

農地の多面的機能と福祉の連携を図ることを

目的とした東京都杉並区の農福連携農園（す

ぎのこ農園）、農地・農業の多面的機能や都市

農業の魅力発信の場として実習農場や体験学

習施設を整備した東京都府中市の農業公園な

どがある66。 

 このような取組の拡大や横展開にも期待し

たいが、管理・運営に係る市区町村の負担等

にも留意する必要があると考える。例えば、
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東京都調布市は、国や東京都の支援策を活用

しながら継続的に農地を取得し、体験型環境

学習の場としての農業公園の整備・取組等を

進めているが、同市では「公共的空間として

圃場を維持する際のランニングコスト増大と

いう問題」が危惧されている67。 

 また、市町村による農地の取得は「公用又

は公共用に供する」場合に認められることと

されており68、現状では、上記のような農園等

としての活用を前提として農地の公有地化が

行われている。これに対し、「通常の営農でも

都市農業は十分に公益的たり得るのだとすれ

ば、農家に貸付け、通常の営農をしてもらう

目的で市が生産緑地を取得すること」が認め

られてもよいとの考えから、国に「生産緑地

の公有地化を促進するための法整備の検討」

を望む声もある69。 

 

６ 都市農地の創出に向けた取組 

 農林水産省は、「都市農業共生推進等地域支

援事業」により、都市住民と共生する農業経

営の実現に向けた取組、今後の都市農業のモ

デルとなる取組、宅地等の農地転換による都

市農地の創出に向けた取組等を支援している。

また、東京都は、「農地の創出・再生支援事業

70」を実施しており、市街化区域における積極

的な優良農地の創出等に取り組んでいる。 

 都市農地創出の取組については、所有者に

とって「経営規模の拡大を通じて経営の安定

や発展につながることも期待」でき、「所有す

 
67 都市農地活用支援センター「ポスト2022 年の都市農地」（2024）71頁 
68 「農地法施行令」（昭和27年政令第 445号）第２条第１号ロ 
69 寄付収受した生産緑地で福祉交流農園を開設した神奈川県川崎市の事例を踏まえて、寄付者である農業者が健在であれば

寄付を受けた自治体が寄付者に当該生産緑地を無償で貸し付け、通常の営農を継続してもらうことが理想であるが、そのよ

うな活用は農地法上のハードルが高いと述べられている（佐藤・前掲注36 39 頁）。 
70 区市町の実施する市街化区域内の農地創出の取組に対し、補助率1/2以内、補助上限500万円/10ａ等の支援策。 
71 吉田真悟・八木洋憲「農地貸借及び農地創出が都市農地の保全に果たす役割」『農業経営研究第 62 巻第３号』（2024）65

頁 
72 前掲注53 30 頁。当該事例では、国土交通省の支援制度を活用し、固定資産税の軽減措置を受けたとされている。 
73 前掲注67 72 頁 

る非農地の減少は固定資産税や相続税を削減

し、税の支払いを目的とした農地の売却や転

用の防止効果もある」との指摘がある71。 

 一方、東京都墨田区で臨時駐車場であった

土地を利用して農園を開設した「たもんじ交

流農園」の事例では、臨時駐車場では固定資

産税は非課税だったが、農園として「公的な

活動をしているのにも拘わらず、雑種地とし

て固定資産税が発生」したことに苦労したと

されている72。また、空き地活用型農園の取組

を進める場合は、「暫定的な土地借用・利用計

画のもと、農園活用が成立することが通常」

であり、「土地の利用権が保障されない問題」

があるとの指摘もある73。 

 

Ⅲ 農業振興地域等での地域計画等の取組 

 これまでの都市農業政策とは異なる視点か

ら、農業振興地域を始めとした、市街化区域

以外の地域に目を向けると、これまで次のよ

うな農業政策等が進められてきた。 

 

１ 人・農地プラン 

 我が国の農業は、農業者の高齢化や後継者

不足、耕作放棄地の増加等により、地域農業

の展望を描くことが困難な集落や地域が多数

存在している中、各地域における人と農地の

問題を解決し、農地の維持保全等を図るため

には、担い手への農地の集積・集約化を進め

ていくことが必要とされた。 

 平成 24（2012）年からは、集落や地域にお
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ける農業者の徹底した話合いを通じて、今後

の中心となる経営体への農地の集積方法や、

地域農業の在り方等を定めた「人・農地プラ

ン」の作成等の取組が進められた。 

 

２ 農地バンク 

 人・農地プランの作成過程等において、信

頼できる農地の中間的受け皿があると、農地

の集積・集約化が円滑に進むとの指摘があっ

たことを踏まえて、平成 25（2013）年、「農地

中間管理事業の推進に関する法律」（平成 25

年法律第 101 号）等が成立し、都道府県段階

に公的な機関として農地中間管理機構（以下

「農地バンク」という。）を整備することとさ

れた。農地バンクは、農地バンクが借り受け

て担い手に転貸するリース方式を中心とし、

人・農地プランと併せて取り組み、財政支援

も充実させることで、農地の集積・集約化に

資することが期待された。 

 

３ 地域計画 

 人・農地プランの取組が進められたが、高

齢化や人口減少の本格化により農業者が減少

し、地域の農地が適切に利用されなくなるこ

とが懸念される中、取組を加速化することが

喫緊の課題とされ、令和４（2022）年、「農業

経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律」

（令和４年法律第 56号）が成立した。同法で

は、市街化区域74を除き、基本構想75を策定し

ている市町村において、これまでの人・農地

プランを土台とし、地域での農業者等による

話合いを踏まえて、将来の地域農業の在り方

等を定める「地域計画」を令和７（2025）年

３月末までに策定することとされた。地域計

画には、農地の効率的かつ総合的な利用に関

 
74 他の農用地と一体として農業上の利用が行われる農用地は除く。 
75 「農業経営基盤強化促進法」（昭和 55 年法律第 65 号）において、市町村が定めることができるとされている、農業経営

基盤の促進に関する基本的な構想のこと（第６条）。 
76 農林水産省「地域計画のブラッシュアップに向けて」（令和７年９月）3-8頁 

する目標として農業を担う者ごとに利用する

農地等を明確化した目標地図が含まれる。ま

た、地域計画を実現すべく、地域内外から農

地の受け手を幅広く確保しつつ、農地バンク

を活用した農地の集積・集約化を図ることと

された。 

 なお、農林水産省が公表した令和７（2025）

年４月末時点の地域計画の策定状況76を見る

と、全国 18,894 地区で地域計画が策定された

が（策定予定数約２万地区）、地域計画区域内

の農用地等面積のうち、将来の受け手が位置

付けられていない農地面積が 32％に上って

いる。また、目標地図について、将来の受け

手に集約化することが明確化されているもの

は約１割にとどまっていること等から、地域

計画のブラッシュアップを全国的に展開する

必要があるとされている。 

 

４ 食料・農業・農村基本計画（令和７年） 

 食料・農業・農村基本計画では、「地域計画

を核とする取組」についても方針等が示され

た。ここでは、既に策定された地域計画にお

いては、「地区内に農地の受け手がいない計画

や、地区として将来の具体的なビジョンが描

けない計画が見受けられる」など、「地域の農

地利用の実態が明確になることから、国のリ

ーダーシップの下、地域計画の分析・検証を

行い」、「必要に応じて制度・事業等の見直し

を実施する」とされた。また、「地域計画の枠

組みにおいて、所有者だけでなく相続人まで

意向を把握し、相続前における権利移転の促

進や、相続発生の時点で農地の適正利用を確

保する新たな方策を検討する」とされた。 
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Ⅳ 課題解決・制度見直しに向けた考察 

 筆者は、多様な役割を果たす都市農業が将

来にわたって存続するためには、都市農業の

基盤となる都市農地を保全するとともに、当

該農地を担う都市農業者を確保する必要があ

ると考える。その際、一律的・画一的に都市

農地の保全等を図るのではなく、都市開発等

の都市政策と密接に連携するなど、都市地域

の実情に合わせて、都市農業者を始めとした

地域の合意の上に進めていく必要があると考

える。また、各都市地域において保全すべき

とされた都市農業・都市農地については、農

業振興地域等と同様に、厳格な土地利用規制

の下で農業政策・農地政策が行われることが

必要と考えるが、これまで述べてきた都市農

業の背景から、現状のままでは現実的でない

とも考える。 

 このような考えを前提に、これまで述べて

きたこと等を踏まえて、都市農業・都市農地

の課題解決に向け、制度等の見直しの提言を

含めた考察を行う。 

 まず、都市農業について継続的な議論や検

討が行われる必要性から、都市農業振興基本

計画の見直しについて考察する。 

 次に、現下の都市農地の減少を少しでも抑

える等のための当面の措置として、現行制度

を前提とした短期的な制度の見直しについて

考察する。 

 さらに、都市農業を将来にわたって保全し

続けるためには、相続を契機とした農地の減

少等に係る課題を解決することが必要不可欠

であると考えることから、そのための長期的

な制度の見直しについて考察する。 

 あわせて、都市地域ごとに将来の農業の在

り方等を議論・明確化することが重要と考え

ることから、都市型地域計画、都市型農地バ

 
77 都市農業振興基本計画でも、「一定期間経過した場合には、計画の進捗状況を踏まえ、関係各省が連携してフォローアッ

プを行い、必要に応じて見直しを行うこと」とされており、具体的な期間等は示されていない。 

ンクの必要性について考察する。 

 なお、本稿執筆に当たり、本年８月、農林

水産省の協力の下、兵庫県、神戸市及び姫路

市の都市農業担当者や神戸市内の都市農業者

等からそれぞれ実情を聴取し、意見交換を行

った。 

 

１ 都市農業振興基本計画等の見直し 

 都市農業振興基本法では、政府は、都市農

業振興基本計画を定めなければならないとさ

れているが、その計画期間等については規定

されていない77。 

 例えば、Ⅰの 10で述べた食料・農業・農村

基本計画は、食料・農業・農村基本法におい

て「おおむね５年ごとに、基本計画を変更す

るものとする」とされている（第 17 条第８

項）。また、食育基本法に基づく食育推進基本

計画は、計画期間等について法律上規定され

ていないが、同計画において５年間を期間と

すること等が明記されている。いずれの計画

も、根拠となる法律の制定以降、実際に５年

ごとに新たな計画が策定されている。 

 都市農業振興基本計画が策定されて以降、

同基本計画を踏まえた施策が進められてきた

一方で、食料・農業・農村基本計画で示され

たような課題や、更に深刻で根本的な相続を

契機とした農地の減少等に係る課題が継続し

ていることを踏まえると、策定から 10年目を

迎える節目において、新たな都市農業振興基

本計画の策定に向けた議論や検討が必要では

ないかと考える。その際、今後、おおむね５

年ごとに見直すことについても検討されるこ

とが望ましい。 

 なお、地方公共団体が地方計画の改定作業

を進めるに当たって、国の基本計画が改定さ

れ、最新の国の方針等が示されることが望ま
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しいとの指摘がある78。 

 また、食料・農業・農村基本法改正の際、

都市農業に係る規定は改正されなかったが、

制定から 10 年を経た情勢の変化や課題、食

料・農業・農村基本法の改正等を受けて、都

市農業振興基本法の基本理念、計画制度の在

り方、基本的施策等についても、見直しを含

めた議論や検討が行われることを期待したい。 

 

２ 短期的な見直し 

 当面の短期的な見直しの方向性としては、

都市農業をめぐる制度の変遷や現行制度を前

提に、現時点での都市農業者の意向や相続を

契機とした農地の減少等に係る課題の背景を

踏まえた上で、以下、考察する。 

 Ⅰの７(1)で述べた生産緑地地区の面積要

件について、市町村が地域の実情に即して条

例を定めるという趣旨を踏まえれば、現状

300 ㎡まで引き下げることができるものを、

一団性要件で個々の農地の下限とされている

100 ㎡まで、一団ではなくても可能とするこ

とを検討してはどうか。さらには、面積要件

自体を撤廃することも検討してはどうか。 

 Ⅰの７(2)の関連で、生産緑地等の買取り申

出までの期間については、都市農業者にとっ

て 30 年の営農継続義務の負担は大きいとい

う背景がある。これに関連して、長期営農継

続農地制度79の復活を念頭に、「特定生産緑地

制度の 10 年という期間を５年に短縮するだ

けでなく、生産緑地制度の 30年という期間も

同様に短くするとともに、その追加指定を認

めること」を求める指摘80がある。この指摘の

ように、生産緑地や特定生産緑地の期間の短

縮について、短期的な見直しとして検討の必

 
78 兵庫県内における関係者との意見交換等において聴取。 
79 前掲注11 
80 安藤・前掲注52 46 頁 
81 後藤光蔵「都市農業の課題―くらしと社会を豊かにする―」『農村と都市をむすぶ No.843』（2022.3）10頁 
82 第196回国会衆議院農林水産委員会議録第22号 21頁（平 30.6.19）附帯決議の項目八 

要があると考える。 

 なお、生産緑地の 2022 年問題に係る特定生

産緑地の指定に関連して、「今後は 10年毎に

この指定申請手続が行われるので保全すべき

生産緑地はこれまで以上に不安定化する」と

の指摘81もあるが、10 年や５年ごとに対応せ

ざるを得ないという緊張感の下、都市農業の

将来像に向けた課題解決のための議論が重ね

られるという観点から、むしろ前向きなもの

として提案したい。 

 東京都の取組について、Ⅰの８で都市農地

貸借法に係る農地長期貸借促進奨励事業、Ⅱ

の３で都市農地貸借のマッチングの取組、Ⅱ

の５(1)で公有地化に係る生産緑地買取・活用

支援事業、Ⅱの６で農地の創出・再生支援事

業などを都市農業の振興に資するものと考え

て例示・紹介したが、他の道府県においては、

厳しい財政状況等から同様の取組を行うこと

は容易ではないと考えられる。そのため、当

面の都市農業の保全に資する観点から、これ

らの東京都の取組を参考に、国の制度・事業

として財政的な支援の創設・拡充を検討する

ことが必要と考える。 

 また、都市農地貸借法に関連して、同法で

は、施行後５年を目途とした検討条項が規定

されているが（制定附則第２条）、これまで具

体的な検討は行われていない。法律案審査時

に衆議院農林水産委員会で付された附帯決議

では、都市農地貸借法の対象は生産緑地に限

定されているが、都市農業振興基本計画にお

ける「都市農地」は生産緑地に限定されるも

のではないことから、生産緑地以外も含めた

都市農業の振興及び都市農地の保全に引き続

き取り組むこと等を政府に求めている82。こ
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れに対する処理状況について、当調査室（農

林水産調査室）の調査（平成 31年１月）では、

政府は、生産緑地以外も含めた予算措置を設

け、各種取組を支援していることで措置済み

としている。しかし、附帯決議の趣旨を踏ま

えれば、生産緑地以外の都市農地も同法の対

象に含めるなど、更なる支援について検討す

る必要があると考える。 

 

３ 長期的な見直し 

 たとえ生産緑地であっても都市農地の減少

が続いている最大の要因は、相続を契機とし

た農地の売却等によるものであり、この問題

は、Ⅰの７(3)で述べた田園住居地域やⅠの８

で述べた都市農地貸借法の課題にもつながっ

ていると考える。また、「この問題の難しい点

は、現所有者に高い保全意識があったとして

も、ひとたび相続が発生すれば、相続人に意

思決定がゆだねられてしまうこと」であり、

このことは都市農地が「農地以上の資産価値

を伴った私有財産であることに起因する」と

の指摘がある83。この指摘のように、相続人に

農業経営の意思がなければ、被相続人の農地

保全の意向の実現は見込めない。また、相続

人が農業経営の意思がある場合や、都市農地

貸借法を利用したいと考えた場合であっても、

農地以外も含めた相続財産に係る高額な相続

税納付のために、農地の売却等を検討せざる

を得ないのが実情である。 

 この問題を解決するための長期的な見直し

については、Ⅱの４・５でおおむね述べたこ

との延長線になるが、改めて簡潔に整理する。 

 相続税納税猶予制度の対象拡大が必要だと

考えるが、その対象については、農業用施設

用地等はもとより、農地所有者の宅地等まで

含めることを検討する必要があると考える。

 
83 佐藤・前掲注36 36 頁 
84 安藤・前掲注48 ８頁 

個人版事業承継税制の恒久化・拡充も検討の

余地があると考える。 

 都市農地の公有地化については、市町村に

対し買取り申出があった生産緑地について原

則として市町村が買い取るような制度の見直

しや財政措置が必要であると考える。さらに、

生産緑地に限らず、後述する都市型地域計画

に位置付けられた生産緑地以外の都市農地に

ついても、制度の統合も含め同様の仕組みを

検討する必要があると考える。 

 公有地化した農地の活用の在り方について

は、市町村の農地取得に係る農地法の解釈を

含め、抜本的な見直し等が必要と考える。 

 これらの総合的な見直し等により、都市農

地所有者が、個々の実情に応じて自らに適し

た制度を選べるような状況を整えることが望

ましいと考える。 

 これらはいずれも従前からの課題であり、

また、課税の公平性等を背景に、政府から対

応が難しい旨の見解が示されているものであ

る。特に公有地化については、「地方自治体に

はそれだけの財源はなく、残念ながら相続を

契機に農地が消えていくのを眺め続けるしか

ない」との指摘もある84。上記のような国の支

援を拡充する方向の見直しについても、予算

や財政上の制約が生じてくると考えられる。

しかし、都市に「あるべきもの」と位置付け

られた都市農地を保全していくためには、現

実問題として大きな課題であるこれらの制度

等について、これまでの前提、特に都市農業

振興基本法制定以前の考え方にとらわれず、

ゼロベースで再検討・再構築することが求め

られると考える。さらに、将来にわたって都

市農業を保全し続けるためには、次に考察す

る都市型地域計画と一体的な制度とすること

が必要と考える。 
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４ 都市型地域計画・都市型農地バンク 

(1) 都市型地域計画の必要性 

 都市農業に限らず、農業は、農地だけでは

なく、農地で農業を担う「人」も必須の要素

である。つまり、相続を契機とした農地の減

少等に係る課題の解決に資する制度が設けら

れたとしても、その都市農地で都市農業を担

う「人」がいなければ、将来的に都市農業を

保全し、残していくことはできない。 

 このため、都市農業を人・農地ともに保全

する方策として、現在、市街化区域以外の地

域で進められている地域計画の取組を都市農

業にも取り入れることが必要ではないか。 

 都市農業を将来的に保全するための計画制

度については、都市農業者の立場から必要性

を感じるが、農業者主導で進めることは難し

く、行政等が主体的・主導的に進める必要が

あるとの指摘や、支援策とセットの計画制度

とする必要があるとの指摘がある85。 

 都市農地については、都市計画や緑の基本

計画86の対象にもなり得るが、現状では「緑地」

の一形態としての農地であり、「農地」を主眼

に置いたものではない。一方、Ⅲで紹介した

ように、地域計画の取組が進められている背

景にある課題や課題解決のための施策の方向

性は、都市農業にも共通するものが多い。特

に、目標地図において「農業を担う者ごとに

利用する農地等を明確化」する仕組みや必要

性は、都市計画等における農地以外の土地利

用とは異なり、農地に特有の要素だと考えら

れる。都市計画制度における市町村マスター

プラン87があり、市町村の公園・緑地政策全体

のマスタープランとして緑の基本計画がある

ように、「都市農業マスタープラン」という意

 
85 前掲注78 
86 都市緑地法第４条に基づき市町村が策定する緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画 
87 都市計画法第18条の２に基づき市町村が策定する都市計画の基本的な方針 
88 「生産緑地保全へ将来像 ＪＡ東京グループ」『日本農業新聞』（2023.3.20） 
89 前掲注78 

味合いから、都市農業の人・農地を主眼に置

き、都市計画等とも連携するものとして、都

市型地域計画の必要性を提起したい。 

 その際、特に生産緑地については、「資産価

値が高く、指定解除で売買もできるため、地

域で将来像や集約を話し合うのはそぐわない」

との考えもあるように88、都市農業の現状を

踏まえれば、農地の集積・集約化や目標地図

の地図上に可視化すること自体は、当面の短

期的な目的とはなりにくいと考えられる。ま

た、現状で保全されている都市農地について、

地域や個々の農地所有者によっては、将来的

に保全し続ける目的ではなく、売却を前提に

当面保有しているケースもあるという実情や、

市街化区域と市街化調整区域が隣接する地域

では、あえて市街化区域内の農地で農業を続

けるより新たに調整区域内の農地を取得した

方が効率的かつ現実的であるとの考えもある

89。しかし、総合的な観点から都市農業を将来

的に保全し続けるという目的を前提とすれば、

都市型地域計画に期待される地域の将来像や

課題を明確化する役割、人と農地を結びつけ

る要素等には現時点でも大きな意義があると

考える。また、都市型地域計画により、上記

のような売却前提の保有や市街化調整区域に

近く保全する意向のない都市農地は計画に含

まれず、各都市地域において将来的に保全す

べき都市農地を明確にできることは有益であ

ると考える。 

 このような考え方に関連して、市街化区域

ではないが、開発圧力の高い市街地に近接す

る市街化調整区域にある大阪府交野市星田地
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区の事例90では、開発を期待する農業者と営

農を継続したい農業者が混在し、両者への対

応が課題とされた。このため、同地区では、

担い手への農地の集積・集約化のみならず、

農地や施設の維持管理を中心とする地域課題

を共有するなど、農業者や農地所有者の意向

を重視しつつ、農地の有する多面的機能の発

揮を主目的とした地域計画の策定を目指すこ

ととして取組が進められた。 

 この事例は、都市農業を将来的に保全して

いくための参考事例となり、都市型地域計画

の必要性を示唆するものでもあると考える。 

 

(2) 都市型地域計画のイメージ 

 都市型地域計画の将来像としては、計画に

位置付けられた都市農地については、農業振

興地域等と同様の土地利用規制の下、各種農

業政策や税制優遇措置が講じられることを提

案したい。その際、生産緑地に限らず都市農

地貸借法の対象とするなど、生産緑地制度等

との関係について、制度の統合も含めた検討

が必要になると考える。 

 一方、相続を契機とした農地の減少等に係

る課題が解決されない限りは、現行の田園住

居地域と同様に、都市農地所有者にとって土

地利用規制等が支障になることが想定される。

そのため、当面の制度としては、例えば５年

間の更新制とし、その５年間、都市型地域計

画に位置付けられた農地に対しては、土地利

用規制の上で予算措置に基づく支援や田園住

居地域を参考にした税制優遇措置等を検討し

てはどうか。モデル事業として取組を進める

ことも考えられる。 

 なお、Ⅲの３で述べたように、現行の地域

計画の取組においても課題が顕在化している

ことから、都市型地域計画の検討に当たって

は、現行の地域計画の課題や、今後の地域計

 
90 東京市町村自治調査会「多摩地域における都市農業の課題と活用に関する調査研究報告書」（2025）89頁 

画のブラッシュアップに向けた取組や新たに

生じる課題等を踏まえながら進める必要があ

ると考える。 

 

(3) 都市型農地バンク 

 都市型農地バンクについては、Ⅱの３で述

べたような農地貸借のマッチング体制の必要

性が高いことから、当面は、東京都の取組等

を参考に、全国的な国の制度として検討する

ことが必要と考える。その際、現行の都道府

県単位の農地バンクの対象に都市農地も含め

るのか、東京都のように市区町村単位の活動

組織とするのか等についても検討が必要にな

ると考える。 

 また、長期的な将来像としては、現行の農

地バンクと同様に、都市型地域計画を実現す

るための事業や支援策を都市農業の実情に即

して整備することが必要と考える。特に、都

市型地域計画に位置付けられた都市農地につ

いて、受け手が見つかるまでの間、都市型農

地バンクが借り受けて、小規模な基盤整備や

管理・保全を行うような取組の必要性が高い

と考える。 

 

おわりに 

 昭和 43（1968）年の都市計画法により、市

街化区域内の農地は「宅地化すべきもの」と

位置付けられた。約半世紀後、都市農業振興

基本法・同基本計画によりその位置付けは都

市に「あるべきもの」へと大きく転換し、約

10年が経過したが、相続を契機とした都市農

地の減少はとどまらず、中長期的な都市農業

の課題は深刻なものとして継続している。特

に平成３（1991）年の生産緑地法改正、相続

税納税猶予制度の終身営農義務化により「都

市農地の追い出し」が強力に進められ、「そこ

からようやくにして『都市に農地はあるべき



 

110 RESEARCH BUREAU 論究（第 22 号）（2025.12） 

論 文 

もの』という方向に路線転換が図られたが、

税金による都市農地の追い立ては 30 年前と

何ら変わっていない」との指摘もある91。また、

地方公共団体には、都市農業者から、農業振

興地域のような支援がないと都市農業を続け

ていくことは難しいとの声が届いている92。 

 現在の都市農業の大きな課題は、相続時に、

農地以外も含めた相続財産に係る高額な相続

税納付のため部分的に農地の売却等が行われ、

結果として農地が減少し続けるという、相続

税に関連する課題だと考える。この課題は従

前からの課題であり、課題解決のためには、

都市農地が「宅地化すべきもの」であった約

半世紀の間に整備された制度やその背景にあ

る原則的な考えについて、都市に「あるべき

もの」へと大きく転換された位置付けに従い、

抜本的に見直す必要があるのではないか。改

めて、Ⅰの５で紹介した都市農業振興基本法

の基本理念等に思いを致したい。 

 筆者の思い描く将来像は、都市農業振興基

本法の基本理念等に即して都市農地と都市農

業者がともに保全される都市農業であり、そ

のための取組等は、都市開発等の都市政策と

密接に連携しつつ、都市地域の実情に合わせ

て、地域の合意の上に進められる必要がある

と考える。 

 この考えに沿ってⅣで考察した制度見直し

の工程（イメージ）を図表４に整理したが、

重ねて強調したいのは、都市農業振興基本計

画の策定 10年目の見直しを行い、さらに今後

は５年ごとに見直す仕組みを作ることの重要

性である。これにより、本稿で考察した相続

を契機とした農地の減少等に係る課題への対

応や都市型地域計画の必要性も含め、都市農

業の将来像や課題解決に向けた議論を継続的

に行う環境を作ることができると考える。 

 なお、このような制度の見直しに当たって

は、都市農業者や都市農地所有者はもとより、

都市住民を始めとした国民の理解が必要であ

り、そのための取組や議論の積み重ねが欠か

せない。奇しくも、近年の米価高騰、政府備

蓄米の放出、米国の関税措置に対する交渉な

どにより、食料安全保障に対する国民の関心

は高まっている。また、都市農業の振興を図

るための議論や制度の検討は、小規模な農地

が多く、集積・集約化が困難という共通点の

ある中山間地域等における農業施策の検討に

も資すると考えられる。食料・農業・農村基

本法の改正時には蚊帳の外に置かれた都市農

業だが、食料安全保障の確保の観点からも、

多様な機能・役割を有する都市農業の意義は

極めて大きい。名実ともに都市農業の振興を

図り、これを確実なものとするため、抜本的

な制度の見直しに向けた国民的議論が幅広く

展開されていくことを期待したい。 

 最後に、本稿執筆に当たって、猛暑の中、

筆者等との意見交換に快く応じていただいた

兵庫県、神戸市及び姫路市の都市農業担当者

や神戸市内の都市農業者の方々に心から御礼

を申し上げる。また、その際ご協力いただい

た農林水産省の方々にも深く御礼申し上げる。

 

 
91 安藤・前掲注48 ９頁 
92 前掲注78 
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（図表４）制度見直しに向けた考察に係る工程（イメージ） 

 
（出所）筆者作成
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